
第 1 回 Beach Soccer トップカテゴリー女子強化リーグ 2024 実施要項（初稿） 

 

１ 趣旨 

ビーチサッカートップ選手を有するビーチサッカーチームによるリーグ戦によって、日本におけるトッ

プカテゴリーにおけるビーチサッカー競技力の一層の強化、該当各チーム・選手における技術の向上を図

る。 

 

２ 名 称 

第 1回 Beach Soccer トップカテゴリー女子強化リーグ 2024 

 

３ 主 催 

一般社団法人 BS 強化リーグ 

 

４ 主 管 

   BS 強化リーグ実施委員会 

 

５ 後 援 

一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 

 

６ 協 賛 

 

７ 協 力 

   調整中 

 

８ 日 程 

＜開催日・会場＞  

下記ラウンドのうち２ラウンドにて開催。開催場所は、参加チームの地域を優先して決定する。 

・第 1ラウンド 福岡行橋ステージ ⻑井浜ビーチコート <1 ピッチ> 

3 月 30 日(土)・31 日(日) 

 

・第 2ラウンド 大阪泉南ステージ 泉南ロングパーク <1 ピッチ> 

4 月 20 日(土)・21(日) 

 

・第 3ラウンド&ファイナルラウンド 東京立川ステージ タチヒビーチ <1 ピッチ> 

5 月 18 日(土)・19(日) 

 

９ 参加資格 

（１）2024 年度公益財団法人日本サッカー協会（以下「日本協会」という）に加盟登録したチーム（準加盟

チームを含む。）に所属している選手により、本リーグのために構成されたチームであること。 

（２）2024 年度一般財団法人日本ビーチサッカー連盟(以下、「日本連盟」という。)に加盟登録したチーム

であること。年度が跨ぐため予定であること。 



（３）外国籍選手は、1チームあたり 3名までとする。 

（４）参加希望チームは、本リーグ実施委員会に参加申込みを行う。 

（５）選手及び役員は、各ステージ内において複数のチームで参加できない。 

（６）選手及び役員は、他のビーチサッカー公式戦に重複して参加できない。 

（７）本リーグ登録の選手の数は、10 名以上とし、登録上限数 20 名までとする。 

（８）参加選手は傷害保険(スポーツ傷害保険)に加入していること。 

（９）日本協会に登録されている 4級以上のサッカー、又はフットサル審判員を 1名以上帯同しているこ

と。 

 

10 参加チーム数 

参加チーム数は、最大 4チームとする。ただし、参加申込チームが 4チームを上回った場合は本リーグ

実施委員会にて協議の上、適宜対応するものとする。 

 

11 競技形式 

（１）総当たりのリーグ戦及び、リーグ戦の結果を元に 第 3ラウンド 2日目に決勝戦、3位決定戦を行う。 

（２）順位決定方法は、勝点合計の多いチームが上位とする。1勝点 勝利 3点 延長勝利 2点 PK 勝利 1点 

勝点が並んだ場合の順位の決し方(以下の優先順位により決する) 

   (1) 当該チーム間の対戦成績 

   (2) リーグ戦全体での総得失点差 

   (3) リーグ戦全体での総得点数 

   (4) 下記に基づく反則ポイント合計がより少ないチーム 

      警告 1 回        1 ポイント 

      警告 2 回による退場 1回 3 ポイント 

      退場 1回        3 ポイント 

      警告 1 回に続く退場 1回 4 ポイント 

   (5) 抽選   

（３）放棄試合が発生した場合は、不戦勝チームに勝点 3 及び得点 5 に与えるものとする。 

（４）第 3ラウンド 決勝戦、3位決定戦において、延長戦で引き分けた場合はリーグ戦の結果の上位チーム

が勝利となる。 

 

12 競技会規則  大会実施年度の「ビーチサッカー競技規則」による。 

 

13 競技会規定 

以下の項目については、本大会で規定する。 

(1) ピッチ : 原則として、37m×28m とする。 

(2) ボール : 試合球:ビーチサッカーボール/国際公認球  

(3) 競技者の数 

1 競技者の数:5 名 

2 交代要員の数:7 名以内 

3 ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数:2 名以内  

(4) チーム役員の数 3 名以内 

(5) 競技者の用具 

 ユニフォーム: 



(ア) フィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに、色彩が異なり判別しやすい正 

副のユニフォーム(シャツ、ショーツ)を参加申込書に記載し、各試合には正副ともに必ず携行す 

ること。 

(イ) チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別しう 

るものであること。 

(ウ) フィールドプレーヤーとして試合に登録された選手がコールキーパーに代わる場合、その試 

合でゴールキーパーが着用するシャツと同一の色彩および同一のデザインで、かつ自分自身の背 

番号のついたものを着用すること。 

(エ) シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツ にも選手番 

号を付けることが望ましい。選手番号は服地と明確に区別し得る色彩であり、かつ判別が容易な 

サイズのものでなければならない。 

(オ) 選手番号については 1 から 99 までの整数とし、0 は認めない。必ず、本リーグの参加申

込書に記載された選手固有の番号を付けること。 

(カ) ユニフォームへの広告表示については、日本協会の「ユニフォーム規程」に基づき承認され 

た場合のみこれを認める。ただし、ユニフォーム広告表示により生じる会場等への広告掲出料等 

の経費は当該チームにて負担することとする。 

(キ) アンダーシャツを着用する場合、その袖の色は、ジャージー、 またはシャツの袖の主たる色 

と同じものとする。 

(ク) アンダ-ショーツを着用する場合、 その袖の色はショーツの主たる色と同じものとする。 ゴ 

ールキーパーは、 長いトラウザーズを穿くことができる。 

(ケ) その他のユニフォームに関する事項については、日本協会「ユニフォーム規程」に則る。 

 (6) 試合時間 

1 試合:36 分間(3 ピリオド各 12 分間)とし、ピリオド間のインターバルは 3 分間 (ピリオド終 

了から開始まで)とする。 

(7) 試合の勝者を決定する方法(試合時間内で勝敗が決しない場合) 

予選リーグ、決勝・3位決定・ラウンド共に: 3 分間の延長戦を行い、決しない場合は 

PK 方式により勝敗を決定する。延長戦に入る前のインターバルは 1 分間とし、PK 方式に 入る前 

のインターバルは 1 分間とする。 

  

14 懲 罰 

（１）本リーグ試合において退場を命じられた選手は、自動的に本リーグの次の 1試合に出場できない。 

（２）本リーグ実施期間中に警告の累積が 2回に及んだ選手は、自動的に本リーグ試合の次の 1試合に 出場

できない。 

（３）本リーグ終了時点で未消化となる出場停止処分は、当該選手が出場する直近のビーチサッカー公式試

合にて消化する。ただし、警告の累積によるものを除く。 

（４）その他、本リーグの懲罰に関する事項については、本リーグの規律委員会が決定する。 

  

15 参加申込及び登録の変更等 

（１） 参加希望チームは、2024 年 2 月 11 日（日）までにメールにて参加の旨、連絡する。 

（２） 参加決定チームは、所定の本リーグ登録票に必要事項を記入のうえ、本リーグ実施委員会 事務局へ

メールにて提出すること。 

（３） 1 チームあたり 24 名(選手 20 名、役員 4名)を上限とし、各試合メンバー用紙提出時に選手最大 12 

名を選出する 



（４）チーム名は短縮語を除き、日本語で表記しなければならない。 

（５）申込締切日は、2024 年 3 月 15 日（金）17 時とする。 

（６）前項の申込締切日以降の参加申込内容の変更は認めない。  

（７）本リーグ実施委員会の事務局のメールアドレスは以下のとおりとする。 

  E-mail：staff@bstop-league.net 

 

16 参加料 

（１）１チーム 80,000円（日本協会、日本連盟及び各地域連盟への加盟費は含まれない） 

（２）振込期限は、2024 年 3 月 25 日（月）とする。 

（３）振込先は、別途ご連絡する。 

 

17 選手証 

原則として日本協会発行の選手証（日本協会 WEB 登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・登録

選手一覧を印刷したもの、またスマートフォンや PC 等の画面に表示したもの）を試合会場に持参しなけ

ればならない。 

 

18 表 彰 

（１）優勝のチームにトロフィー・表彰状を授与し、表彰する。 

（２）準優勝のチームに表彰状を授与し、表彰する。 

（３）最優秀選手、最多得点の選手、最優秀キーパーの選手を個人賞としてそれぞれトロフィーを授与し、

表彰する。 

 

19 経 費 

（１） 交通費・宿泊費は全てチーム負担とする。 

（２） ホスト会場となるチームは大会に必要な設営及び準備を請け負うこと。 

 

20 傷病等の対応 

（１）競技中の傷病等の手当てについては、救急車の手配は行うが、その後の責任は負わない。 

（２）会場責任者は傷病等が発生した場合の救急病院の連絡先等を明示しておくこと。 

 

21 その他 

（１）本リーグの試合に関する写真や動画の権利は全て本リーグ実施委員会に帰属する。 

（２）全ての撮影や肖像等の使用は、事前にマッチコーディネーションミーティングにて申請し許可を得る

こと。 

（３）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、別途定めるガイドラインに基づいて、運営に当たること。 

（４）本リーグ実施要項に記載のない事項については、本リーグ実施委員会にて決定する。 

 


